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規　
則

○
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
二
・
税

　

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
告　
示

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知
（
三
一
二
・
水
と
緑
の
森
づ
く
り

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
水
防
警
報
を
す
る
河
川
の
指
定
（
三
一
三
・
河
川
砂
防
課
）
…
…
…
…
１

○
道
路
区
域
の
変
更
（
三
一
四
、
三
一
五
・
秋
田
地
域
振
興
局
建
設

　

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

　
　
教
育
委
員
会
告
示

○
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
２

　
　
そ
の
他

○
平
成
二
十
一
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施
（
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
２

○
秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
（
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
５

　

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
表
中
「
附
則
第
十
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則

第
十
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
十
二
号
中
「
附
則
第
十
条
第

十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
八
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様

式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
二
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

鹿
角
市
八
幡
平
字
熊
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
源
の
か
ん
養

　

㈢　

解
除
の
理
由　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

鹿
角
市
八
幡
平
字
熊
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

公
衆
の
保
健

　

㈢　

解
除
の
理
由　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ

く
り
課
及
び
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
鹿
角
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
三
号

　

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
知
事
が
水
防
警
報
を
す
る
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　

新
規
指
定

　

指
定
変
更
（
変
更
前
）

　

指
定
変
更
（
変
更
後
）

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

河
川
名

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

間

小
阿
仁
川

（
左
岸
）
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
南
沢
二
十
六

番
地
か
ら
北
秋
田
市
羽
根
山
字
悪
土
三
十
二

番
地
二
ま
で

（
右
岸
）
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
抜
石
四
十
三

番
地
か
ら
北
秋
田
市
李
岱
字
柳
原
百
十
三
番

地
二
ま
で

小
猿
部
川

（
左
岸
）
北
秋
田
市
七
日
市
字
品
類
渡
二
十
一
番
地
か

ら
北
秋
田
市
脇
神
字
法
泉
坊
沢
六
十
二
番
地

四
ま
で

（
右
岸
）
北
秋
田
市
七
日
市
字
下
タ
袋
九
番
地
三
か
ら

北
秋
田
市
脇
神
字
堂
ヶ
岱
屋
敷
廻
五
十
七
番

地
ま
で

綴
子
川

（
左
岸
）
北
秋
田
市
綴
子
字
掛
泥
道
下
百
四
十
七
番
地

一
か
ら
北
秋
田
市
坊
沢
字
新
田
百
二
十
二
ま

で

（
右
岸
）
北
秋
田
市
綴
子
字
田
中
大
道
下
四
十
五
番
地

五
か
ら
北
秋
田
市
坊
沢
字
外
中
畑
八
十
四
ま

で

小
阿
仁
川

（
左
岸
）
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
南
沢
二
十
六

番
地
か
ら
北
秋
田
市
羽
根
山
字
悪
土
三
十
二

番
地
二
ま
で

（
右
岸
）
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
抜
石
四
十
三

番
地
か
ら
北
秋
田
市
李
岱
字
柳
原
百
十
三
番

地
二
ま
で

小
猿
部
川

（
左
岸
）
北
秋
田
市
七
日
市
字
品
類
渡
二
十
一
番
地
か

ら
北
秋
田
市
脇
神
字
法
泉
坊
沢
六
十
二
番
地

四
ま
で

（
右
岸
）
北
秋
田
市
七
日
市
字
下
タ
袋
九
番
地
三
か
ら

北
秋
田
市
脇
神
字
堂
ヶ
岱
屋
敷
廻
五
十
七
番

地
ま
で

綴
子
川

（
左
岸
）
北
秋
田
市
綴
子
字
掛
泥
道
下
百
四
十
七
番
地

一
か
ら
北
秋
田
市
坊
沢
字
新
田
百
二
十
二
ま

で

（
右
岸
）
北
秋
田
市
綴
子
字
田
中
大
道
下
四
十
五
番
地

五
か
ら
北
秋
田
市
坊
沢
字
外
中
畑
八
十
四
ま

で

河
川
名

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

間

阿
仁
川

（
左
岸
）
北
秋
田
市
五
味
堀
字
倉
ノ
台
地
先
小
様
川
合

流
点
か
ら
能
代
市
二
ツ
井
町
麻
生
字
下
田
平

地
先
米
代
川
合
流
点
ま
で

（
右
岸
）
北
秋
田
市
五
味
堀
字
大
岱
地
先
小
様
川
合
流

点
か
ら
能
代
市
二
ツ
井
町
麻
生
字
下
田
平
地

先
米
代
川
合
流
点
ま
で

河
川
名

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

間

阿
仁
川

（
左
岸
）
北
秋
田
市
阿
仁
萱
草
字
小
田
地
沢
地
先
か
ら

能
代
市
二
ツ
井
町
麻
生
字
下
田
平
地
先
米
代

川
合
流
点
ま
で

（
右
岸
）
北
秋
田
市
阿
仁
萱
草
字
地
蔵
岱
地
先
か
ら
能

代
市
二
ツ
井
町
麻
生
字
下
田
平
地
先
米
代
川

合
流
点
ま
で

附
則

第
10条

第
13項

附
則

第
10条

第
14

項
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三　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

北　

林　

真
知
子　

一　

日
時　

平
成
二
十
一
年
七
月
九
日　

午
後
二
時

二　

場
所　

教
育
委
員
会
委
員
室

三　

案
件

　

㈠　

議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
教
育
関
係
議
案
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

の
専
決
処
分
報
告

　

㈡　

平
成
二
十
一
年
度
施
策
評
価
（
中
間
評
価
）
に
つ
い
て

　

㈢　

平
成
二
十
一
年
度
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈣　

秋
田
県
心
身
障
害
児
就
学
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈤　

秋
田
県
立
図
書
館
協
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈥　

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

㈦　

そ
の
他

　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
秋
田
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
二
十
一
年
度
行
政
書
士
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木　

寺　
　
　

久

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

男
鹿
琴
丘
線

Ａ
男
鹿
市
角
間
崎
字
岡
見
沢
九
四
番
一
地
先

七
・
〇
〇
～
二
六
・
〇
〇

〇
・
〇
四
一

Ｂ
男
鹿
市
角
間
崎
字
岡
見
沢
九
四
番
一
地
先
か
ら
百
目
木
四
六
番
六
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
七
・
〇
〇

〇
・
七
八
四

新

男
鹿
琴
丘
線

男
鹿
市
角
間
崎
字
岡
見
沢
九
四
番
一
地
先

七
・
〇
〇
～
二
六
・
〇
〇

〇
・
〇
四
一

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

一
○
一
号

Ａ
男
鹿
市
船
川
港
比
詰
字
鶴
巻
二
九
番
地
先

一
七
・
〇
〇
～
三
三
・
〇
〇

〇
・
〇
四
三

Ｂ
男
鹿
市
船
川
港
比
詰
字
鶴
巻
二
九
番
地
先
か
ら
大
巻
一
七
九
番
地
先
ま
で

七
・
〇
〇
～
二
〇
・
〇
〇

一
・
五
七
八

新

一
○
一
号

男
鹿
市
船
川
港
比
詰
字
鶴
巻
二
九
番
地
先

一
七
・
〇
〇
～
三
三
・
〇
〇

〇
・
〇
四
三

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

三　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
告
示

　
　
　
　
　
そ　
　

の　
　

他
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一　

試
験
期
日

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
八
日
（
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

秋
田
市
手
形
学
園
町
一
番
一
号　

秋
田
大
学
手
形
キ
ャ
ン
パ
ス

三　

試
験
の
科
目
及
び
方
法

　

㈠　

試
験
の
科
目

　
　

⑴　

行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等

　
　
　

ア　

出
題
数　

四
十
六
題

　
　
　

イ　

内
容
等　

憲
法
、
行
政
法
（
同
法
の
一
般
的
な
法
理
論
、
行
政

手
続
法
、
行
政
不
服
審
査
法
、
行
政
事
件
訴
訟
法
、
国
家
賠
償
法

及
び
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る
。
）
、
民
法
、
商
法
及
び
基
礎

法
学
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
題
し
、
法
令
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
一
年
四
月
一
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
出
題
す

る
。

　
　

⑵　

行
政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等

　
　
　

ア　

出
題
数　

十
四
題

　
　
　

イ　

内
容　

政
治
・
経
済
・
社
会
、
情
報
通
信
・
個
人
情
報
保
護
及

び
文
章
理
解

　

㈡　

試
験
の
方
法

　
　

⑴　

試
験
は
、
筆
記
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

　
　

⑵　

出
題
の
形
式
は
、
㈠
⑴
は
択
一
式
及
び
記
述
式
、
㈠
⑵
は
択
一
式

と
す
る
。

　
　
　
　

な
お
、
㈠
⑴
の
記
述
式
の
出
題
は
、
四
十
字
程
度
で
記
述
す
る
も

の
と
す
る
。

四　

受
験
手
続

　

㈠　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

⑴　

受
付
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
四
日
（
金
）
ま

で

　
　

⑵　

受
付
場
所

　
　
　
　

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

受
験
願
書
と
一
緒
に
配
布
す
る
封
筒
に
よ
り
配
達
記
録
郵
便
で
郵

送
す
る
こ
と
（
あ
て
先
は
、
印
刷
済
）
。
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

の
消
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

　
　

⑶　

提
出
書
類

　
　
　
　

受
験
願
書
一
式

　
　

⑷　

受
験
手
数
料

　
　
　
　

七
千
円

　
　
　
　

納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
試
験
案
内
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

⑸　

試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
の
配
布
方
法
、
配
布
期
間
及
び
配
布
場

所

　
　
　

ア　

郵
送
配
布

　
　
　
　
　

郵
送
を
希
望
す
る
方
は
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て

先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
・
Ａ
四
サ
イ
ズ
の
用
紙
が
折

ら
ず
に
入
る
大
き
さ
の
も
の
）
を
同
封
の
上
、
封
筒
の
表
に
「
願

書
請
求
」
と
朱
書
き
し
て
、
あ
て
先
ま
で
郵
便
で
請
求
す
る
こ

と
（
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
八
日
（
金
）
ま
で
に
必
着
の
こ

と
。
）
。

　
　
　

イ　

窓
口
配
布

　
　
　
　
　

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
以
外
の
配
布
場
所
に

お
い
て
は
、
備
え
置
く
試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
の
数
に
限
り
が

あ
る
た
め
、
配
布
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

　

㈡　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

⑴　

受
付
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
九
月
一
日

（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

⑵　

受
験
申
込
み
画
面
へ
の
入
力

　
　
　
　

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://gyosei-shiken.or.jp

）
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
画
面

に
接
続
し
、
必
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

　
　

⑶　

受
験
手
数
料

　
　
　
　

七
千
円

　
　
　
　

納
付
方
法
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（V

ISA

、M
aster

又
は

U
C

の
も
の
で
、
か
つ
、
受
験
申
込
者
の
名
義
の
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
る
決
済
の
み
と
す
る
。

　
　
　
　

納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
原
則
と
し
て
還
付
し
な
い
。

　

㈢　

連
絡
先

　
　
　

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　

電
話
番
号　

○
三
─
五
二
五
一
─
五
六
○
○

五　

特
例
措
置
の
実
施

配　

布　

期　

間

あ　
　
　

て　
　
　

先

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

（
月
）
か
ら
同
月
二
十
八

日
（
金
）
ま
で

郵
便
番
号
一
〇
〇―

八
七
七
九

郵
便
事
業
㈱　

銀
座
支
店
留　

財
団
法

人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

配　

布　

期　

間

配　
　

布　
　

場　
　

所

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

（
月
）
か
ら
同
年
九
月
四

日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日

及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
公
園
一
番
三

号
市
政
会
館
一
階　

財
団
法
人
行
政
書

士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

（
月
）
か
ら
同
年
九
月
四

日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日

及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田

県
知
事
公
室
総
務
課

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地　

秋
田

県
鹿
角
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地

の
一　

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号　

秋
田
県

山
本
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号　

秋
田

県
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

由
利
本
荘
市
水
林
三
百
六
十
六
番
地　

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号　

秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号　

秋

田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

（
月
）
か
ら
同
年
九
月
四

日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日

及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

秋
田
市
山
王
四
丁
目
四
番
十
四
号
秋
田

県
教
育
会
館
四
階　

秋
田
県
行
政
書
士

会

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田

県
知
事
公
室
総
務
課

由
利
本
荘
市
水
林
三
百
六
十
六
番
地　

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号　

秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号　

秋

田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

（
月
）
か
ら
同
年
九
月
四

日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日

及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

秋
田
市
山
王
四
丁
目
四
番
十
四
号
秋
田

県
教
育
会
館
四
階　

秋
田
県
行
政
書
士

会
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身
体
の
機
能
に
障
害
の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
障
害
の
状
況
に
よ
り
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
受
験
の
申
込
み
に
先
立
っ
て
四

㈢
へ
相
談
す
る
こ
と
。

六　

合
格
の
発
表
の
日
時
及
び
方
法

　

㈠　

日
時

　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日
（
月
）
午
前
九
時

　

㈡　

方
法

　
　
　

合
格
者
の
受
験
番
号
を
、
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

の
掲
示
板
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
示
し
、
及
び
表
示
す
る
と
と
も

に
、
受
験
者
全
員
に
合
否
通
知
書
を
郵
送
す
る
。
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発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


